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●副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインター
ネット等で販売されている情報のことを「情報商材」と言います。
●広告等をきっかけに、簡単に収入が得られると信じて契約したものの、
広告や説明と違って収入が得られないという相談が多数寄せられて
います。情報商材をきっかけにソフトウエアやコンサルティング等を
契約させられるケースもあるので注意が必要です。
●簡単に高額収入を得られることはありません。寄せられた相談をみると、
実際にはあまり価値のない情報が高額で販売されていますが、契約
前に内容を確かめることが出来ないので、安易に信用して事業者に
連絡しないでください。
●不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等
にご相談ください（消費者ホットライン188）。

簡単には
もうかりません

ひとこと助言 

見守るくん 

見守り
新鮮情報

「老若男女誰でもすぐ収入が得られる」
と い うメール マ ガ ジ ン を 見 つ け、

約30万円で情報商材とソフトウエアを
購入したが、ソフトウエアが起動せず、収入
が 得 ら れ な い。苦 情 を 伝 え る と

月収1千万円を得られるという上位のコースを
勧められた。「必ずフォロー

する」「代金50万円を

半額にする」と強引に

誘われ、断り切れず
契約したが、その後
連 絡はなく、全く
フォローもない。
（60歳代　女性）

簡単に高額収入を得られません
「情報商材」のトラブル


